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福岡広域都市計画区域の変更 

 

高田地区地区計画を次のように変更する。 

平成２６年１１月１２日 古賀市告示第１６６号 

第１回変更：平成２９年１月２４日 古賀市告示第１０号 

                   第２回変更：平成２９年６月５日 古賀市告示第１０３号 

                   位置の修正：令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ３ 日 ２古都第１５３９号 

 

名    称   高田地区地区計画 

位    置   古賀市美郷及び久保、筵内の各一部 

面    積   約８．９ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、古賀駅から約１．７ｋｍ、千鳥駅から約０．９ｋｍという地点に

位置し、古賀市都市計画マスタープランにおいて「土地区画整理事業により、

商業・業務地及び住宅地を供給する地区」と定めている。 

そこで、本計画では地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関するルール

を定め、土地区画整理事業を実施し、良好な市街地環境の形成を図ることを目

標とする。 

土地利用の方針 

本地区は周辺状況との調和を図りつつ、住宅地と商業・業務サービス等の施

設を適切に配置する。 

また、地区内に必要な公共・公益施設を適切な位置に配置する。 

建 築 物 等 の 

整 備 方 針 

周辺状況との調和を図りつつ、街の活気と快適な街並み空間の創出を誘導す

るとともに、建築物の用途等の制限を行う。 

なお、B地区について、誘導する商業施設・生活利便施設等に供する部分の

床面積の合計は 10,000㎡以下とする。 

地

区

整

備

計

画 

地

区

の 

区

分 

地 区 の 名 称 A地区 B地区 C地区 

地 区 の 面 積 約０．７ｈａ 約３．４ｈａ 約４．８ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

この地区内に建築でき

る建築物は、以下のと

おり。 

１．建築基準法（昭和

２５年法律第２０１

号。以下、この表に

おいて「法」という。）

別表第２（は）項に

掲げる建築物のう

ち、第一号、第三号

及び第四号に掲げる

建築物（法別表第２

（い）項第五号を除

く。） 

２．店舗、飲食店その

他これらに類する用

途に供するもののう

この地区内に建築できる

建築物は、以下のとおり。 

１．法別表第２（は）項

に掲げる建築物のう

ち、第一号から第四号

及び第七号に掲げる

建築物 

２．店舗、飲食店その他

これらに類する用途に

供するもののうち、令

第１３０条の５の３に

掲げるものでその用途

に供する部分の床面積

の合計が 10,000 ㎡以

内のもの 

３．事務所で床面積の合

計が 10,000 ㎡以内の

この地区内に建築できる

建築物は、以下のとおり。 

１．法別表第２（は）項

に掲げる建築物のう

ち、第一号、第三号及

び第四号に掲げる建築

物（法別表第２（い）

項第五号を除く。） 

２．店舗、飲食店その他

これらに類する用途に

供するもののうち、令

第１３０条の５の２に

掲げるものでその用途

に供する部分の床面積

の合計が 500㎡以内の

もの 

３．事務所で床面積の合
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ち、建築基準法施行

令（昭和２５年政令

第３３８号。以下

「令」という。）第１

３０条の５の２に掲

げるものでその用途

に供する部分の床面

積の合計が 500 ㎡以

内のもの 

３．事務所で床面積の

合計が 500 ㎡以内の

もの 

４．自動車車庫で床面

積の合計が 300 ㎡以

内のもの又は都市計

画として決定された

もの（３階以上の部

分をその用途に供す

るものを除く。） 

５．令第１３０条の６

に掲げる工場 

６．作業場の床面積の

合計が 50㎡以内で原

動機の出力の合計が

1.5kW を超える空気

圧縮機を使用しない

自動車修理工場 

７．危険物の貯蔵又は

処理に供するもの

で、準住居地域に建

築できるもので、床

面積の合計が 1,500

㎡以内で２階以下の

もの 

８．上記の建築物に附

属するもの（令第 

１３０条の５に掲げ

るものを除く。） 

もの 

４．ホテル又は旅館 

５．ボーリング場、スケ

ート場、水泳場 

６．劇場、映画館、演芸

場又は観覧場のうち

客席の部分の床面積

の合計が 200 ㎡未満

のもの 

７．自動車車庫 

８．令第１３０条の６に

掲げる工場 

９．作業場の床面積の合

計が 300㎡以内の自動

車修理工場 

10．危険物の貯蔵又は処

理に供するもので、商

業地域に建築できるも

の 

11．上記の建築物に附属

するもの（令第１３０

条の５第四号及び第

五号に掲げるものを

除く。） 

計が 500㎡以内のもの 

４．自動車車庫で床面積

の合計が 300㎡以内の

もの又は都市計画とし

て決定されたもの（３

階以上の部分をその用

途に供するものを除

く。） 

５．令第１３０条の６に

掲げる工場 

６．作業場の床面積の合

計が 50 ㎡以内で原動

機の出力の合計 が

1.5kWを超える空気圧

縮機を使用しない自動

車修理工場 

７．危険物の貯蔵又は処

理に供するもので、準

住居地域に建築できる

もので、床面積の合計

が 1,500 ㎡以内で２階

以下のもの 

８．上記の建築物に附属

するもの（令第１３０

条の５に掲げるものを

除く。） 

容 積 率 の 

最 高 限 度 
１０分の２０ 

建 ぺ い 率 の 

最 高 限 度 
１０分の６ １０分の８ １０分の６ 

建 築 物 の 敷 地 

面積の最低限度 
１６５㎡ ― １６５㎡ 

建築物の高さ

の 最 高 限 度 
― ― １０ｍ 

「区域、地区の区分は計画図表示のとおり」 

 


